
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 程 等 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

 国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇

等に関する規程 

（平成１６年達示第８３号） 

 （前 略） 

（始業及び終業の時刻） 

第４条 教職員の勤務の始業及び終業の時刻は次のと

おりとする。 

(1) 始業 午前８時３０分 

(2) 終業 午後５時１５分 

２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、別表第１に掲げる教

職員についての始業及び終業の時刻は、同表に定め

るところによる。 

４ （略） 

 （中 略） 

第４章 勤務時間の特例 

（１箇月単位の変形労働時間制） 

第１６条 業務の都合上特別の形態によって勤務する

必要のある教職員については、１箇月以内の一定期

間を平均し１週間の勤務時間が３８時間４５分を超

えない範囲において、週休日及び勤務時間を別に割

り振ることがある。 

２ 別表第３の教職員の割振り単位期間、週休日、始

業及び終業の時刻及び休憩時間は、同表に定めると

ころによる。 

（後 略） 

別表第１（第４条、第５条関係） 
教職員の区分 始業及び終業の時刻 休憩時間 

授業、診療等の業

務、窓口業務その他

の業務に従事する教

職員のうち部局長が

指定する者 

午前９時４５分から

午後６時１５分まで 

 

正午から午後

０時４５分ま

で 

 午後１時から

午後１時４５

分まで 

午前９時４５分から

午後６時３０分まで 

正午から午後

１時まで 

 

 

午後１時から

午後２時まで 

午前９時から午後５

時４５分まで 

午後１時から

午後２時まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（始業及び終業の時刻） 

第４条 

 

(1) 

(2) 

２ 

３ 

 

 

４ 

 

第４章 勤務時間の特例 

（１箇月単位の変形労働時間制） 

第１６条 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

別表第１（第４条、第５条関係） 
教職員の区分 始業及び終業の時刻 休憩時間 

授業、実験、診療等

の業務、窓口業務そ

の他の業務に従事す

る教職員のうち部局

長が指定する者 

午前７時から午後３

時４５分まで 

午前１１時か

ら正午まで、

正午から午後

１時まで、午

後１時から午

後２時まで 

 

 

午前７時３０分から

午後４時１５分まで 

午前８時から午後４

時４５分まで 

午前９時から午後５

時４５分まで 

午前９時３０分から

午後６時１５分まで 

午前９時４５分から

午後６時３０分まで 

午前１０時から午後

６時４５分まで 

午前７時から 

午後３時３０分まで 

午前１１時か

ら午前１１時

４５分まで、

正午から午後

０時４５分ま

で、午後１時

から午後１時

４５分まで 

午前７時３０分から 

午後４時００分まで 

午前８時から 

午後４時３０分まで 

午前９時から 

午後５時３０分まで 

午前９時３０分から 

午後６時００分まで 

午前９時４５分から 

午後６時１５分まで 

午前１０時から 

午後６時３０分まで 

（同 左） 

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 

   

学生総合支援センタ

ー障害学生支援ルー

ム に勤務する職員

のうち、学生総合支

援センター長 が指

定する者 

午前８時１５分から

午後５時まで 

正午から午後

１時まで 

午前９時から午後５

時４５分まで 

正午から午後

１時まで 

午前９時３０分から

午後６時１５分まで 

正午から午後

１時まで 

   

情報部に勤務する職

員のうち、情報部長

が指定する者 

  

 

 

 

 

 

  

   

別表第２ （略） 

別表第３（第１６条関係） 
教職員の区分 割振り

単位期

間 

週休日 始業及び

終業の時

刻 

休憩時

間 

     

複合原子力科

学研究所に勤

務する教職員

のうち、複合

原子力科学研

究所長が指定

する者 

    

霊長類研究所

附属人類進化

モデル研究セ

ンターに勤務

する教職員 

４週間 霊長類研

究所長が

指定する

８の１日

勤務日 

午前８時

３０分か

ら午後５

時１５分

まで 

正午か

ら午後

１時ま

で 

     

別表第４・５ （略） 

 

国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則 

（平成１７年達示第３７号） 

（始業及び終業の時刻） 

第４４条 有期雇用教職員の勤務の始業及び終業の時

刻は、次のとおりとする。 

始業 午前８時３０分 

終業 午後５時１５分 

２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、別表第６に掲げる有

期雇用教職員についての始業及び終業の時刻は、同

表に定めるところによる。 

４ （略） 

 （中 略） 

（休日） 

第４７条 有期雇用教職員の休日は、次の各号に定め

るとおりとする。 

   

学生総合支援機構

に勤務する職員のう

ち、学生総合支援機

構長 が指定する者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

情報部に勤務する職

員のうち、情報部長

が指定する者 

  

教育推進・学生支援

部に勤務する職員の

うち、教育推進・学

生支援部長が指定す

る者 

午前８時から午後４

時４５分まで 

午後１時から

午後２時まで 

午前８時１５分から

午後５時まで 

   

別表第２ （同 左） 

別表第３（第１６条関係） 
教職員の区分 割振り

単位期

間 

週休日 始業及び

終業の時

刻 

休憩時

間 

     

複合原子力科

学研究所に勤

務する教職員

のうち、複合

原子力科学研

究所長が指定

する者 

    

 

 

 

 

 

    

     

別表第４・５ （同 左） 

 

 

 

（始業及び終業の時刻） 

第４４条  

 

 

 

２ 

３ 

 

 

４ 

 

（休日） 

第４７条 

 

（同 左） （略） 

（同 左） 

（略） （同 左） 

（略） 

（略） 

（同 左） 

（同 左） 

（略） （同 左） 

（略） （同 左） 

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日（次号及び第５号におい

て「祝日法による休日」という。） 

(3) １２月２９日から翌年の１月３日までの日（祝

日法による休日を除く。） 

(4) ６月１８日（創立記念日） 

(5) ８月第３週の月曜日、火曜日及び水曜日（祝日

法による休日を除く。）（夏季一斉休業日） 

２～４ （略） 

 （後 略） 

 

 

別表第１～５ （略） 

別表第６ 
教職員の

区分 

休日 始業及び終業の時刻 休憩時間 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

医学部附

属病院に

勤務する

医員及び

医員(研修

医 ) の う

ち、医学

部附属病

院長が指

定する者 

   

    

別表第７・８ （略） 

 (1) 

(2) 

 

  

(3)  

 

(4) 

(5) 

 

２～４ 

 

附 則 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

別表第１～５ （同 左） 

別表第６ 
教職員の

区分 

休日 始業及び終業の時刻 休憩時間 

授業、実

験等の業

務その他

の業務に

従事する

有期雇用

教職員の

うち部局

長が指定

する者 

第４７

条第１

項各号

に定め

る休日 

午前７時から午後３

時４５分まで 

午前１１時か

ら正午まで、 

正午から午後

１時まで、午

後１時から午

後２時まで 

 

午前７時３０分から

午後４時１５分まで 

午前８時から午後４

時４５分まで 

午前９時から午後５

時４５分まで 

午前９時３０分から

午後６時１５分まで 

午前１０時から午後

６時４５分まで 

午前７時から 

午後３時３０分まで 
午前１１時か

ら午前１１時

４５分まで、

正午から午後

０時４５分ま

で、午後１時

から午後１時

４５分まで、 

午前７時３０分から 
午後４時００分まで 

午前８時から 
午後４時３０分まで 

午前９時から 
午後５時３０分まで 

午前９時３０分から 
午後６時００分まで 

午前１０時から 
午後６時３０分まで 

医学部附

属病院に

勤務する

医員及び

医員(研修

医 ) の う

ち、医学

部附属病

院長が指

定する者 

   

 

 

   

別表第７・８ （同 左） 

 

（略） （同 左） 

（略） （同 左） 

（同 左） 


